
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年亀岡市議会定例会令和８年３月議会 

 

条例一部改正資料 

 

（新 旧 対 照 表）



亀岡市社会体育施設条例（昭和39年亀岡市条例第12号）新旧対照表 

 
現　　　行 改　正　後（案）

 （使用期間及び使用時間） （使用期間及び使用時間）

 第2条の2　（略） 第3条　（略）

 （社会体育施設の使用） （社会体育施設の使用）

 第3条　（略） 第4条　（略）

 （使用の許可） （使用の許可）

 第4条　（略） 第5条　（略）

 （許可条件） （許可条件）

 第5条　（略） 第6条　（略）

 （使用の不許可） （使用の不許可）

 第6条　（略） 第7条　（略）

 （使用許可の変更） （使用許可の変更）

 第7条　（略） 第8条　（略）

 （使用料） （使用料）

 第8条　（略） 第9条　（略）

 （使用料の減免） （使用料の減免）

 第9条　（略） 第10条　（略）

 （使用料の不還付） （使用料の不還付）

 第10条　（略） 第11条　（略）

 （目的外使用）

 第12条　社会体育施設は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目

的外に使用することができない。ただし、使用が社会体育施設の管理上支

障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでな

い。

 （目的外使用料）

 第13条　目的外使用の許可を受けて社会体育施設の一部を使用する者は、目

的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。



 2　目的外使用料は、別表第1に掲げる額の範囲内において、市長が定める額

とする。ただし、第3条第2項に定める使用期間及び使用時間を超えて使用

する場合は、別表第2に掲げる額の範囲内において、市長が定める額とす

る。

 （目的外使用料の減免）

 第14条　市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減免し、

又は免除することができる。

 （原状回復義務） （原状回復義務）

 第11条　（略） 第15条　（略）

 （損害賠償） （損害賠償）

 第12条　（略） 第16条　（略）

 （指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

 第13条　（略） 第17条　（略）

 2　（略） 2　（略）

 3　社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、

別表第2に定めるとおりとする。

3　社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、

別表第3に定めるとおりとする。

 4　指定管理者が行う社会体育施設の管理の基準は、第2条の2、第4条から第

7条に定めるところによる。この場合において、これらの適用について

は、第2条の2中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の

承認を得た」と、第4条、第6条、第7条及び第10条中「市長」とあるのは

「指定管理者」とする。

4　指定管理者が行う社会体育施設の管理の基準は、第3条、第5条から第8条

   に定めるところによる。この場合において、これらの適用について

は、第3条中   「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の

承認を得た」と、第5条、第7条、第8条及び第11条中「市長」とあるのは

「指定管理者」とする。

 （利用料金） （利用料金）

 第13条の2　社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規

定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を前納しなければならない。この場合において、第8条か

ら第10条までの規定及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と

する。

第18条　社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条の規定

にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を前納しなければならない。この場合において、第9条か

ら第11条までの規定及び別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」と

する。

 2～4　（略） 2～4　（略）

 （委任） （委任）



 第14条　（略） 第19条　（略）

 別表第1（第8条関係）          別表第1（第9条及び第13条関係）

 表（略） 表（略）

 備考 備考

 　市外居住者（法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある

者）が使用する場合は、この表に定める額の5割相当額を加算する。

1　市外居住者（法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある

者。次項において同じ。）が使用する場合は、この表に定める額の5割相

当額を加算する。

 2　使用者が目的外使用する場合は、この表に定める額（市外居住者にあっ

ては、備考1により算出した額）の5倍に相当する額とする。

 別表第2（第13条関係）

 

 備考 

1　営利を目的とする使用にあっては、この表に定める額の5倍に相当する額

とする。 

2　使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の

端数が生じる場合は日割で計算する。この場合において、使用料の額は、

月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除

した額とする。 

3　使用の期間が1日未満の場合は、1日として計算する。 

4　目的外使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨て

る。 

5　使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算す

る。 

6　電気、水道及び下水道の使用料は、別に実費を徴収する。 

7　その他の目的外の占用料については、市長が別に定める。

 別表第2（第13条関係） 別表第3（第17条関係）

 （略） （略）

 種別 単位 金額

 土地使用料 １年 固定資産評価基準により算定した額に100分

の4を乗じた額



亀岡市行政手続条例（平成8年亀岡市条例第25号）新旧対照表 

 
現　　　行 改　正　後（案）

 （定義） （定義）

 第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

 (1)～(4)　（略） (1)～(4)　（略）

 (5)　不利益処分　行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人とし

て、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

(5)　不利益処分　行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名宛人　とし

て、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 ア　（略） ア　（略）

 イ　申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき

当該申請をした者を名あて人としてされる処分

イ　申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき

当該申請をした者を名宛人　としてされる処分

 ウ　名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 ウ　名宛人　となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 （国の機関等に対する処分等の適用除外） （国の機関等に対する処分等の適用除外）

 第4条　国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分（これら

の機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるもの

に限る。）及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出（これら

の機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに

限る。）については、この条例の規定は、適用しない。

第4条　国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分（これら

の機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名宛人　となるもの

に限る。）及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出（これら

の機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに

限る。）については、この条例の規定は、適用しない。

 （不利益処分をしようとする場合の手続） （不利益処分をしようとする場合の手続）

 第13条　行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に

従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべ

き者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければな

らない。

第13条　行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に

従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名宛人　となるべ

き者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければな

らない。

 (1)　次のいずれかに該当するとき　聴聞 (1)　次のいずれかに該当するとき　聴聞

 ア　（略） ア　（略）

 イ　アに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪

する不利益処分をしようとするとき。

イ　アに規定するもののほか、名宛人　の資格又は地位を直接にはく奪

する不利益処分をしようとするとき。



 ウ　（略） ウ　（略）

 (2)　（略） (2)　（略）

 2　次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。 2　次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

 (1)～(4)　（略） (1)～(4)　（略）

 (5)　当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著し

く軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴く

ことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。

(5)　当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著し

く軽微なものであるため名宛人　となるべき者の意見をあらかじめ聴く

ことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。

 （不利益処分の理由の提示） （不利益処分の理由の提示）

 第14条　行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時

に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を

示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

第14条　行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人　に対し、同時

に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を

示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

 2　行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明

しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があ

るときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならな

い。

2　行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名宛人　の所在が判明

しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があ

るときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならな

い。

 3　（略） 3　（略）

 （聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式）

 第15条　行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相

当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げ

る事項を書面により通知しなければならない。

第15条　行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相

当な期間をおいて、不利益処分の名宛人　となるべき者に対し、次に掲げ

る事項を書面により通知しなければならない。

 (1)～(4)　（略） (1)～(4)　（略）

 2　（略） 2　（略）

 3　行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合

においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第

4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書

面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示す

ることによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日

から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみな

す。

3　行政庁は、不利益処分の名宛人　となるべき者の所在が判明しない場合

においては、第1項の規定による通知を、公示の方法　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　によって行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　



 4　前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏

名、第1項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲

げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項にお

いて「公示事項」という。）を総務省令で定める方法により不特定多数の

者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書

面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に

設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状

態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、

当該措置を開始した日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に

到達したものとみなす。

 （代理人） （代理人）

 第16条　前条第1項の通知を受けた者（同条第3項後段の規定により当該通知

が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、代

理人を選任することができる。

第16条　前条第1項の通知を受けた者（同条第4項後段の規定により当該通知

が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、代

理人を選任することができる。

 2～4　（略） 2～4　（略）

 （続行期日の指定） （続行期日の指定）

 第22条　（略） 第22条　（略）

 2　（略） 2　（略）

 3　第15条第3項　　　　 の規定は、前項本文の場合において、当事者又は

参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。こ

の場合において、同条第3項　　　　 中「不利益処分の名あて人となるべ

き者」とあるのは「当事者又は参加人」と、　　　「掲示を始めた日から

2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過した

とき（同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、掲

示を始めた　　　日の翌日）」と読み替えるものとする。

3　第15条第3項及び第4項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は

参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。こ

の場合において、同条第3項及び第4項中「不利益処分の名宛人　となるべ

き者」とあるのは「当事者又は参加人」と、同項中「　　　　　　　　　

　　　　　　　とき」とあるのは「　　　　　　　　　　　　　　　　　

とき（同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、当

該措置を開始した日の翌日）」と読み替えるものとする。

 （弁明の機会の付与の通知の方式） （弁明の機会の付与の通知の方式）

 第28条　行政庁は、弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う

場合には、その日時）までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人

となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。

第28条　行政庁は、弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う

場合には、その日時）までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人　

となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。



 (1)～(3)　（略） (1)～(3)　（略）

 （聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用）

 第29条　第15条第3項及び　　　　　 第16条の規定は、弁明の機会の付与に

ついて準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは

「第28条」と、「同項第3号　　　　　　及び第4号」とあるのは「同条第

3号　」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第28条」と、「同

条第3項後段」とあるのは「第29条において準用する第15条第3項後段」と

読み替えるものとする。

第29条　第15条第3項及び第4項並びに第16条の規定は、弁明の機会の付与に

ついて準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは

「第28条」と、同条第4項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「第28条

第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第28条」と、「同

条第4項後段」とあるのは「第29条において準用する第15条第4項後段」と

読み替えるものとする。



特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和7年亀岡市条例第33号）新旧対照表 

 
現　　　行 改　正　後（案）

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正）

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正）

 第4条　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和31年亀岡市条例第25号）の一部を次のように改正する。

第4条　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和31年亀岡市条例第25号）の一部を次のように改正する。

 　別表中 　別表中

 「 

　　　　　　　　　　　」を

「 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

 年額　1,000,000円

 月額　121,000円

 月額　53,000円

 年額　389,000円

 年額　277,000円

 年額　223,000円

 年額　155,000円

 年額　243,000円

 年額　219,000円

 年額　194,000円

 年額　194,000円

 年額　36,000円

 日額　9,700円

 日額　14,300円

 日額　14,300円

 日額　9,700円

 1　教育委員会委員 年額　1,000,000円

 2　識見を有する者の中から選任された監査委員 月額　121,000円

 3　議会の議員の中から選任された同委員 月額　53,000円

 4　選挙管理委員会委員長 年額　389,000円

 5　同委員 年額　277,000円

 6　公平委員会委員長 年額　223,000円

 7　同委員 年額　155,000円

 8　農業委員会会長 年額　243,000円

 9　同副会長 年額　219,000円

 10　同委員 年額　194,000円

 11　農地利用最適化推進委員 年額　194,000円

 12　スポーツ推進委員 年額　36,000円

 13　固定資産評価審査委員会委員 日額　9,700円

 14　介護認定審査会委員 日額　14,300円

 15　障害者介護給付費等支給認定審査会委員 日額　14,300円

 16　法令又は条例に基づく附属機関の構成員 日額　9,700円



 「 

　　　　　　　　　　　」に改める。

「 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

 年額　1,016,000円

 月額　123,000円

 月額　54,000円

 年額　395,000円

 年額　281,000円

 年額　227,000円

 年額　157,000円

 年額　247,000円

 年額　222,000円

 年額　197,000円

 年額　197,000円

 年額　37,000円

 日額　9,900円

 日額　14,500円

 日額　14,500円

 日額　9,900円

 1　教育委員会委員 年額　1,016,000円

 2　識見を有する者の中から選任された監査委員 月額　123,000円

 3　議会の議員の中から選任された同委員 月額　54,000円

 4　選挙管理委員会委員長 年額　395,000円

 5　同委員 年額　281,000円

 6　公平委員会委員長 年額　227,000円

 7　同委員 年額　157,000円

 8　農業委員会会長 年額　247,000円

 9　同副会長 年額　222,000円

 10　同委員 年額　197,000円

 11　農地利用最適化推進委員 年額　197,000円

 12　自治委員 月額　72,000円

 13　スポーツ推進委員 年額　37,000円

 14　固定資産評価審査委員会委員 日額　9,900円

 15　介護認定審査会委員 日額　14,500円

 16　障害者介護給付費等支給認定審査会委員 日額　14,500円

 17　法令又は条例に基づく附属機関の構成員 日額　9,900円



亀岡市消防団条例（昭和30年亀岡市条例第49号）新旧対照表 

 

 
現　　　行 改　正　後（案）

 別表（第16条関係） 別表（第16条関係）

  区分 報酬

 (1)　役員、団員報酬

 団長 年額 184,000円

 副団長 年額 140,000円

 分団長 年額 95,000円

 副分団長 年額 61,000円

 部長 年額 35,800円

 班長 年額 31,400円

 団員 年額 29,100円

 (2)　出動報酬 （略） （略）

 (3)　整備報酬

 （略） （略） （略）

 (4)　その他臨時必要と認めるもの

 区分 報酬

 (1)　役員、団員報酬

 団長 年額 184,000円

 副団長 年額 140,000円

 分団長 年額 95,000円

 副分団長 年額 61,000円

 部長 年額 36,400円

 班長 年額 34,200円

 団員 年額 32,800円

 (2)　出動報酬 （略） （略）

 (3)　整備報酬

 （略） （略） （略）

 (4)　その他臨時必要と認めるもの



亀岡市国民健康保険条例（昭和34年亀岡市条例第7号）新旧対照表 

 
現　　　行 改　正　後（案）

 （精神・結核医療付加金） （精神・結核医療付加金）

 第6条の2　被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80

号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定による医療を受けること

ができる者を除く。以下この条において同じ。）が次の各号に掲げる医療

を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に

要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。

第6条の2　被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80

号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定による医療を受けること

ができる者を除く。以下この条において同じ。）が次の各号に掲げる医療

を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に

要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。

 (1)　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）第58条に規

定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）第1条第3号　　で

定める精神障害の医療

(1)　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）第58条に規

定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）第1条の2第3号で

定める精神障害の医療

 (2)　（略） (2)　（略）

 2～4　（略） 2～4　（略）

 （保険料の賦課額） （保険料の賦課額）

 第12条の2　保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定

した基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）第29条

の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢

者支援金等賦課額（国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定す

る後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課

被保険者（国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納

付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額

（国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課

額をいう。以下同じ。）の合算額とする。

第12条の2　保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

(1)　世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健

康保険法施行令（昭和33年政令第362号）第29条の7第1項第1号に規定す

る基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

(2)　世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金賦

課額（国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢

者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

(3)　世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施

行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令

第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同

じ。） 

(4)　世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援

納付金賦課額（国民健康保険法施行令第29条の7第1項第4号に規定する



 子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。）

 （基礎賦課総額） （基礎賦課総額）

 第12条の3　保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第20条、第20条の3及び第20

条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することになる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」とい

う。）は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定によ

る保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2

号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算し

た額を基準として算定した額とすることができる。

第12条の3　保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第20条、第20条の3及び第20

条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することになる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」とい

う。）は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定によ

る保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2

号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算し

た額を基準として算定した額とすることができる。

 (1)　当該年度における次に掲げる額の合算額 (1)　当該年度における次に掲げる額の合算額

 ア　(略) ア　(略)

 イ　国民健康保険事業費納付金（法附則第7条の規定により読み替えら

れた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この

条において同じ。）の納付に要する費用（京都府の国民健康保険に関

する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高

齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療

確保法　の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」

という。）及び介護保険法（平成9年法律第123号）の規定による納付

金（以下「介護納付金」という。）                              

                                                              

              　　の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額

イ　国民健康保険事業費納付金（法附則第7条の規定により読み替えら

れた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この

条において同じ。）の納付に要する費用（京都府の国民健康保険に関

する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高

齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）及び高齢者医

療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」

という。）、  介護保険法（平成9年法律第123号）の規定による納付

金（以下「介護納付金」という。）並びに子ども・子育て支援法（平

成24年法律第65号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援

納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額

 ウ～オ　（略） ウ～オ　(略)

 カ　その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行

に要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金        

                  　の納付に要する費用に充てる部分に限る。）を

除く。）

カ　その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行

に要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ど

も・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）を

除く。）

 (2)　当該年度における次に掲げる額の合算額 (2)　当該年度における次に掲げる額の合算額



 ア　法第74条の規定による補助金の額 ア　法第74条の規定による補助金の額

 イ　法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢

者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金                    

          の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにお

いて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るも

のを除く。）の額

イ　法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢

者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て

支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにお

いて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るも

のを除く。）の額

 ウ・エ　（略） ウ・エ　（略）

 (3)　（略） (3)　（略）

 （基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額）

 第16条の6　第13条の基礎賦課額は、660,000円を超えることができない。 第16条の6　第13条の基礎賦課額は、670,000円を超えることができない。

 （後期高齢者支援金等賦課総額） （後期高齢者支援金等賦課総額）

 第16条の6の2　保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第20条、

第20条の3及び第20条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総

額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第1号に掲げる

額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場

合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を

控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定し

た額とすることができる。

第16条の6の2　保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第20条、

第20条の3及び第20条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総

額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第1号に掲げる

額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場

合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を

控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定し

た額とすることができる。

 (1)　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。

次号において同じ。）    

(1)　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。

次号において同じ。）の額

 (2)・(3)　（略） (2)・(3)　（略）

 （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率）

 第16条の6の5　後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとす 第16条の6の5　後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとす



 る。 る。

 (1)・(2)　（略） (1)・(2)　（略）

 (3)　世帯別平等割　アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

アからウまでに定めるところにより算定した額

(3)　世帯別平等割　アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

アからウまでに定めるところにより算定した額

 ア　イ又はウに掲げる世帯    以外の世帯　後期高齢者支援金等賦課総

額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年

度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した

数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4

分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

ア　特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯　後期高齢者支援金等賦課総

額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年

度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した

数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4

分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 イ・ウ　（略） イ・ウ　（略）

 2・3　（略） 2・3　（略）

 （介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額）

 第16条の7　保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第20条及び第20条の4

の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」

という。）は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を

控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定

による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額か

ら第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合

算した額を基準として算定した額とすることができる。

第16条の7　保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第20条及び第20条の4

の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」

という。）は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を

控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定

による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額か

ら第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合

算した額を基準として算定した額とすることができる。

 (1)　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）    

(1)　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額

 (2)・(3)　（略） (2)・(3)　（略）

 （子ども・子育て支援納付金賦課総額）

 第16条の12　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第20

条、第20条の3、第20条の4及び第20条の5の規定により子ども・子育て支

援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額すること

になる額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」

という。）は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を



 控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定

による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額か

ら第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合

算した額を基準として算定した額とすることができる。

 (1)　当該年度における次に掲げる額の合算額

 ア　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・

子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号にお

いて同じ。）の額

 イ　第20条の5に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる

額の総額

 (2)　当該年度における次に掲げる額の合算額

 ア　法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額

 イ　その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第72条の3第1項、第

72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除

く。）の額

 (3)　当該年度における第25条第1項の規定による子ども・子育て支援納付

金賦課額の減免の額の総額

 （子ども・子育て支援納付金賦課額）

 第16条の13　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当

該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、

当該世帯に属する18歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第29条の7第5

項第3号に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定し

た18歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。



 （子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定）

 第16条の14　前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗

じて算定する。

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率）

 第16条の15　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりと

する。

 (1)　所得割　子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第16条の12第1号

イに掲げる額の見込額及び同号イに係る同条第3号に掲げる額の見込額

の合算額から同条第1号イに係る同条第2号に掲げる額の見込額を控除し

た額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率

の算定に係る額」という。）の100分の50に相当する額を被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第29条の7第5項第

4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32

条の10の2に規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額

で除して得た数

 (2)　被保険者均等割　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算

定に係る額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前

の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除

して得た額

 (3)　18歳以上被保険者均等割　第16条の12第1号イに掲げる額の見込額及

び同号イに係る同条第3号に掲げる額の見込額の合算額から同条第1号イ

に係る同条第2号に掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度の前年

度及びその直前の2箇年度の各年度における18歳以上被保険者の数等を

勘案して算定した数で除して得た額

 (4)　世帯別平等割　アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

アからウまでに定めるところにより算定した額

 ア　特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯　子ども・子育て支援納付金

賦課額の保険料率の算定に係る額の100分の15に相当する額を当該年

度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属す

る世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じ



 て得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除

した数で除して得た額

 イ　特定世帯　アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得

た額

 ウ　特定継続世帯　アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じ

て得た額

 2　前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満

の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

 3　市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しな

ければならない。

 （子ども・子育て支援納付金賦課限度額）

 第16条の16　第16条の13の子ども・子育て支援納付金賦課額は、30,000円を

超えることができない。

 （賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等が　

あった場合）

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等が　

あった場合）

 第19条　保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保

険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納

付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなっ

た、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対

象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場合にお

ける当該納付義務者に係る第13条、第16条の6の3                  の額

（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当す

ることにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者

等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）

若しくは第16条の8の額又は第20条第1項各号（同条第3項又は第4項の規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める

額、第20条の3第1項（同条第3項         　　　　　　　　　　　　　　

　 の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）

に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分

の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号（同条第6項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第20条の

第19条　保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保

険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納

付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなっ

た、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対

象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場合にお

ける当該納付義務者に係る第13条、第16条の6の3若しくは第16条の13の額

（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当す

ることにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者

等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）

若しくは第16条の8の額又は第20条第1項各号（同条第3項又は第4項の規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める 

額若しくは同条第5項各号に定める額、第20条の3第1項（同条第3項又は第

4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）

に定める                                                          

               額、同条第5項（同条第7項又は第8項　の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第20条の



 4第1項各号（同条第3項又は第4項    の規定により読み替えて準用する場

合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは同条第5項各号（同

条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）に定める額の算定                                は、そ

れぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した

日（法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより

被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日である

ときに限り、その前日とする。）若しくは一世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなっ

た日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもっ

て行う。

4第1項各号（同条第3項から第5項までの規定により読み替えて準用する場

合を含む。次項において同じ。）に定める額、同条第6項各号（同条第8項

から第10項まで　の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）に定める額若しくは第20条の5第1項に定める額の算定は、そ

れぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した

日（法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより

被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日である

ときに限り、その前日とする。）若しくは一世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなっ

た日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもっ

て行う。

 2　保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者

に係る第13条若しくは第16条の6の3の額若しくは第16条の8の額　又は第 

20条第1項各号に定める額                               、第20条の3

第1項に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞ

れ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号に定める額、第20条の4

第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額                

           の算定はその納付義務が消滅した日（法第6条第1号から第8号

までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合にお

いては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とす

る。）の属する月の前月まで月割をもって行う。

2　保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者

に係る第13条、第16条の6の3、第16条の8若しくは第16条の13の額又は第 

20条第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額、第20条の3

第1項に定める                                                     

　　　　　　　　　　 額、同条第5項　　　　　に定める額、第20条の4

第1項各号に定める額、同条第6項各号に定める額若しくは第20条の5第1項

に定める額の算定はその納付義務が消滅した日（法第6条第1号から第8号

までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合にお

いては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とす

る。）の属する月の前月まで月割をもって行う。

 （低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額）

 第20条　次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう

ち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が660,000円を超える場合には

660,000円）とする。

第20条　次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう

ち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が670,000円を超える場合には

670,000円）とする。

 (1)　世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世

帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第

314条の2第1項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用

(1)　世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世

帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第

314条の2第1項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用



 せず所得税法（昭和40年法律第33号）第57条第1項、第3項又は第4項の

規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額（地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の2の6第8項又は第11項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の

3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4

項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短

期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の2の2第5項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の2の6第11項又は

第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額（同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等

の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施

特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12

項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。）

の算定についても同様とする。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他

の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条

の2第2項第1号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第3号           において

「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第1

項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所

得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同

条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を

有する者（前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に

係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同

条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満

の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限

せず所得税法（昭和40年法律第33号）第57条第1項、第3項又は第4項の

規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額（地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の2の6第8項又は第11項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の

3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4

項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短

期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の2の2第5項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の2の6第11項又は

第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額（同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等

の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施

特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12

項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。）

の算定についても同様とする。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他

の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条

の2第2項第1号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第3号並びに第5項において

「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第1

項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所

得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同

条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を

有する者（前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に

係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同

条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満

の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限



 り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が

1,100,000円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除

く。）の数の合計数（次号及び第3号           において「給与所得者

等の数」という。）が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2

項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に

100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者

り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が

1,100,000円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除

く。）の数の合計数（次号及び第3号並びに第5項において「給与所得者

等の数」という。）が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2

項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に

100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

とイに掲げる額とを合算した額

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

とイに掲げる額とを合算した額

 ア・イ　（略） ア・イ　（略）

 (2)　前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に

100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に305,000円に当該年度の保

険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、そ

の発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者

(2)　前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に

100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に310,000円に当該年度の保

険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、そ

の発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

とイに掲げる額とを合算した額

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

とイに掲げる額とを合算した額

 ア・イ　（略） ア・イ　（略）

 (3)　第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に

100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に560,000円に当該年度の保

険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

(3)　第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に

100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に570,000円に当該年度の保

険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特



 定同一世帯所属者の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者

定同一世帯所属者の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

とイに掲げる額とを合算した額

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

とイに掲げる額とを合算した額

 ア・イ　（略） ア・イ　（略）

 2　（略） 2　（略）

 3　前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「660,000

円」とあるのは「260,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条

の6の5」と読み替えるものとする。

3　前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「670,000

円」とあるのは「260,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条

の6の5」と読み替えるものとする。

 4　第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「660,000円」とあるの

は「170,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の10」と読み

替えるものとする。

4　第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「670,000円」とあるの

は「170,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の10」と読み

替えるものとする。

 5　次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子

ども・子育て支援納付金賦課額は、第16条の13の子ども・子育て支援納付

金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が30,000円を超える場合には、30,000円）とする。

 (1)　第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2

項第1号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に

属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の

18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た



 額及びウに掲げる額を合算した額

 ア　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に10分の7を乗じて得た額

 イ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者

均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 ウ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に10分の7を乗じて得た額

 (2)　第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2

項第1号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に310,000円に当該年度

の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の

者　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者

均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる

額を合算した額

 ア　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に10分の5を乗じて得た額

 イ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者

均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 ウ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に10分の5を乗じて得た額

 (3)　第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2



 項第1号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に570,000円に当該年度

の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外

の者　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げ

る額を合算した額

 ア　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の

保険料率に10分の2を乗じて得た額

 イ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者

均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 ウ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保

険料率に10分の2を乗じて得た額

 6　第16条の15第2項及び第3項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額

（前項に規定する第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及

び第3号の一人当たり軽減額）の決定について準用する。この場合におい

て、第16条の15第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額

（「第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一

人当たり軽減額」）」と読み替えるものとする。

 （特例対象被保険者等の特例） （特例対象被保険者等の特例）

 第20条の2　世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び         

                                 前条第1項                        

                                                    　の規定の適用

については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定す

第20条の2　世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項、第16条の6の

4、第16条の9及び第16条の14並びに前条第1項（同条第3項又は第4項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。）及び同条第5項の規定の適用

については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定す



 る総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項

に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得につい

ては、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額

によるものとする。第2項において同じ。）」と、「所得の金額（同法」

とあるのは「所得の金額（地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額

（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税

法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該

給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30

に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは

「ついては、地方税法」とする。

る総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項

に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得につい

ては、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額

によるものとする。第2項において同じ。）」と、「所得の金額（同法」

とあるのは「所得の金額（地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額

（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税

法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該

給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30

に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは

「ついては、地方税法」とする。

 （未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額）

 第20条の3　当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月

31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合におけ

る当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第

16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、そ

れぞれ、10分の5を乗じて得た額（第16条第2項の規定により端数の切り上

げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第4項に掲げる場

合を除く。）。

第20条の3　当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月

31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合におけ

る当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第

16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、そ

れぞれ、10分の5を乗じて得た額（第16条第2項の規定により端数の切り上

げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第5項に掲げる場

合を除く。）。

 2・3　（略） 2・3　（略）

 4　第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第16条」とあるのは「第16条

の15」と、第2項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の15第3項」と読

み替えるものとする。

 4　（略） 5　（略）

 5　（略） 6　（略）

 6　前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と                                                      

                               　、「第16条」とあるのは「第16条の6

の5」と、第5項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の6の5第3項」と読

7　前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第20条第3項の規定によ

り読み替えられた同条第1項各号」と、「第16条」とあるのは「第16条の6

の5」と、第6項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の6の5第3項」と読



 み替えるものとする。 み替えるものとする。

 8　第5項及び第6項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第20条第1項各号」とあるの

は「第20条第5項各号」と、「第16条」とあるのは「第16条の15」と、第6

項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の15第3項」と読み替えるものと

する。

 （出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額）

 第20条の4　当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）が

ある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が660,000円を超える場合には、660,000

円）とする（第5項に掲げる場合を除く。）。

第20条の4　当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第29条の7第6項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）が

ある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000

円）とする（第6項に掲げる場合を除く。）。

 (1)　当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の

基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た

額に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第32

条の10の2で定める場合には、出産の日。第25条の5第1項及び第2項にお

いて同じ。）の属する月（以下この号において「出産予定月」とい

う。）の前月（多胎妊娠の場合には、3月前）から出産予定月の翌々月

までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

(1)　当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の

基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た

額に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第32

条の10の3で定める場合には、出産の日。第25条の5第1項及び第2項にお

いて同じ。）の属する月（以下この号において「出産予定月」とい

う。）の前月（多胎妊娠の場合には、3月前）から出産予定月の翌々月

までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

 (2)　（略） (2)　（略）

 2　（略） 2　（略）

 3　前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「660,000

円」とあるのは「260,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条

の6の5」と読み替えるものとする。

3　前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「670,000

円」とあるのは「260,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条

の6の5」と読み替えるものとする。

 4　第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。 4　第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。



 この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者であ

る者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」

とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の

8」と、「660,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第16条」と

あるのは「第16条の10」と読み替えるものとする。

この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者であ

る者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」

とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の

8」と、「670,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第16条」と

あるのは「第16条の10」と読み替えるものとする。

 5　第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは

「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第13条」とあるの

は「第16条の13」と、「670,000円」とあるのは「30,000円」と、第2項中

「第16条」とあるのは「第16条の15」と読み替えるものとする。

 5　当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納

付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後

の第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減

額して得た額が660,000円を超える場合には、660,000円）とする。

6　当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納

付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後

の第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減

額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000円）とする。

 (1)・(2)　（略） (1)・(2)　（略）

 6　（略） 7　（略）

 7　前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「660,000

円」とあるのは「260,000円」と                                     

                                                  、第6項中「第16

条」とあるのは「第16条の6の5」と読み替えるものとする。

8　前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「670,000

円」とあるのは「260,000円」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第20

条第3項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、第7項中「第16

条」とあるのは「第16条の6の5」と読み替えるものとする。

 8　第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同

じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13

条」とあるのは「第16条の8」と、「660,000円」とあるのは「170,000

円」と                                                            

9　第6項及び第7項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第6項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同

じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13

条」とあるのは「第16条の8」と、「670,000円」とあるのは「170,000

円」と、「第20条第1項各号」とあるのは「第20条第4項の規定により読み



                            、第6項中「第16条」とあるのは「第16条の

10」と読み替えるものとする。

替えられた同条第1項各号」と、第7項中「第16条」とあるのは「第16条の

10」と読み替えるものとする。

 10　第6項及び第7項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは

「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは

「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第13条」とあるの

は「第16条の13」と、「670,000円」とあるのは「30,000円」と、「第20

条第1項各号」とあるのは「第20条第5項各号」と、第7項中「第16条」と

あるのは「第16条の15」と読み替えるものとする。

 （18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者の被保険者均

等割額の減額）

 第20条の5　当該年度において、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月

31日以前である被保険者（以下「18歳未満被保険者」という。）がある場

合における当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の被保険者均等割額は、第16条の15の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第20条第5項、第

20条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第8項の

規定により読み替えられた同条第5項又は前条第5項の規定により読み替え

られた同条第1項若しくは同条第10項の規定により読み替えられた同条第6

項に規定する基準に従い当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を

減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。）か

ら、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。

 2　第16条の15第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。

この場合において、第16条の15第3項の規定中「保険料率」とあるのは

「額」と読み替えるものとする。

 附　則

 （施行期日）

 1　この条例は、令和8年4月1日から施行する。

 （経過措置）



 2　この条例による改正後の第12条の2、第16条の6、第16条の12から第16条

の16まで及び第19条から第20条の5までの規定は、令和8年度以後の年度分

の保険料について適用し、令和7年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。



亀岡市介護保険条例（平成12年亀岡市条例第15号）新旧対照表 

 
現　　　行 改　正　後（案）

 附　則 附　則

 （令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例）

 第12条　第1号被保険者（令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険

料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法

の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村

に住所を有する者（同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本

台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及

び次条第1項において同じ。）のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得

が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第28条第1項に規定する給

与等をいう。以下同じ。）の収入金額が551,000円以上651,000円未満であ

る者に限る。）の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1

項（第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号

ア、第13号ア、第14号ア及び第15号アに係る部分に限る。）の規定の適用

については、同項第6号ア中「（地方税法（昭和25年法律第292号）第292

条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2

第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項

又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条

の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「（地方

税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金

額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、

当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額

に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から550,000円を控

除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除

の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定す

る特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合

には、零とする。以下同じ。）」とする。



 2　第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれてい

る者（同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である

者に限る。）の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項

（第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号

ア、第13号ア、第14号ア及び第15号アに係る部分に限る。）の規定の適用

については、同項第6号ア中「（地方税法（昭和25年法律第292号）第292

条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2

第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項

又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条

の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「（地方

税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金

額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、

当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額

に100,000円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除

の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定す

る特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合

には、零とする。以下同じ。）」とする。

 3　第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれてい

る者（同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であ

る者に限る。）の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1

項（第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号

ア、第13号ア、第14号ア及び第15号アに係る部分に限る。）の規定の適用

については、同項第6号ア中「（地方税法（昭和25年法律第292号）第292

条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2

第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項

又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条

の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「（地方

税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金



 額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、

当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額

に650,000円から令和7年給与所得控除額（令和7年中の所得税法第28条第1

項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等

の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）第1条の規定による改正前の

所得税法別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求

めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を

控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控

除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定

する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場

合には、零とする。以下同じ。）」とする。

 （令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例）

 第13条　第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3

条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯

主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又

は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する

者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみ

なす。

 (1)　令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和8年度分

の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有し

ない者を除く。）であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町

村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する

もの（同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録

されている者とみなされた者を含む。）

 (2)　地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度

分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のア

からウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

 ア　令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であ

り、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下

である場合



 イ　令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満で

あり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が100,000円以下である場合

 ウ　令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満

であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た

額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の

収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）

第1条の規定による改正前の所得税法別表第五（以下「別表第五」と

いう。）の給与等の金額として、別表第五により当該金額に応じて求

めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控

除して得た額以下である場合

 (3)　地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度

分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のア

からウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

 ア　令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であ

り、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い

当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額

以下である場合

 イ　令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満で

あり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従

い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して

得た額が100,000円以下である場合

 ウ　令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満

であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に

従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給

与等の収入金額を別表第五の給与等の金額として、別表第五により当

該金額に応じて求めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控

除して得た額を控除して得た額以下である場合

 2　第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1



 項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に

該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するとき

は、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税

が課されている者とみなす。

 



亀岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年亀岡市条例第22号）新旧対照表 

 
現　　　行 改　正　後（案）

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） （児童対象性暴力等の防止）

 第14条　家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第47条第3項の規定に

より懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採るときは、

身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

第14条　家庭的保育事業者等は、法第34条の16第4項において準用する法第

21条の5の18第4項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び

民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関

する法律（令和6年法律第69号）第2条第2項に規定する児童対象性暴力等

をいう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が

行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者

（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖

性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事

実確認（同法第4条第1項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要

な措置を講じなければならない。



亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条例（平成16年亀岡市条例第10号）新旧対照表 

 

 
現　　　行 改　正　後（案）

 （使用料及び手数料） （使用料及び手数料）

 第2条　病院を利用する者は、使用料又は手数料（以下「使用料等」とい

う。）を納付しなければならない。

第2条　病院を利用する者は、使用料又は手数料（以下「使用料等」とい

う。）を納付しなければならない。

 2　（略） 2　（略）

 (1)～(5)　（略） (1)～(5)　（略）

 3　前項に定めるもののほか、病院を利用する者は、次に掲げる使用料等を

納付しなければならない。

3　前項に定めるもののほか、病院を利用する者は、次に掲げる使用料等を

納付しなければならない。

 (1)・(2)　（略） (1)・(2)　（略）

 (3)　無痛ＭＲＩ乳がん検診料　20,000円以内で管理者が定める額

 (3)　（略） (4)　（略）

 (4)　（略） (5)　（略）

 (5)　（略） (6)　（略）

 (6)　（略） (7)　（略）

 (7)　（略） (8)　（略）

 4・5　（略） 4・5　（略）



亀岡市営特定目的住宅条例（昭和43年亀岡市条例第11号）新旧対照表 

 

 
現　　　行 改　正　後（案）

 別表（第2条、第7条関係） 別表（第2条、第7条関係）

 

　

 位置 構造 戸数 家賃

 亀岡市薭田野町天川 木造平家建て 5戸 1,000円

 　〃　　　　　佐伯 〃 5 1,000円

 亀岡市曽我部町穴太 〃 8 1,000円

 亀岡市馬路町三ツ辻 〃 1 3,000円

 　〃　　　　東出合 〃 1 3,000円

 亀岡市保津町上火無 〃 1 800円

 亀岡市篠町野条 〃 1 900円

 　〃 〃 1 1,000円

 　〃 〃 1 3,000円

 位置 構造 戸数 家賃

 亀岡市薭田野町天川 木造平家建て 5戸 1,000円

 　〃　　　　　佐伯 〃 5 1,000円

 亀岡市曽我部町穴太 〃 7 1,000円

 亀岡市馬路町三ツ辻 〃 1 3,000円

 　〃　　　　東出合 〃 1 3,000円

 亀岡市保津町上火無 〃 1 800円

 亀岡市篠町野条 〃 1 900円

 　〃 〃 1 1,000円

 　〃 〃 1 3,000円


